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船橋市リハビリセンターの中期行動計画の策定について（報告） 

 

 

 

船橋市リハビリセンター運営委員会設置要綱第２条第２号の規定に基づき、本

委員会において指定管理者が作成した中期行動計画について審査を行った。 

本委員会は、別添の中期行動計画を中期目標達成のための方法として了承した

ので報告する。 

 


